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南あわじ市役所
総合窓口センター
　緑　庁舎☎44-3001
　西淡庁舎☎37-3011
　三原庁舎☎43-5021
　南淡庁舎☎50-3031
【中央庁舎】
議会事務局☎43-5005
市長公室☎43-5002
総務部
　総務課☎43-5001
　防災課☎43-5006
　情報課☎43-5003
　　さんさんネット☎43-2345
選挙管理委員会事務局☎43-5004
【緑庁舎】
健康福祉部
　福祉課☎44-3002
　長寿福祉課☎44-3005
　保険課☎44-3003
　健康課☎44-3004
　少子対策課☎44-3040
【西淡庁舎】
産業振興部
　商工観光課☎37-3012
　企業誘致課☎37-3046
　水産振興課☎37-3013
都市整備部
　管理課☎37-3014
　建設課☎37-3015
　都市計画課☎37-3016
教育委員会（教育部）
　教育総務課☎37-3017
　学校教育課☎37-3018
　人権教育課☎37-3019
　生涯学習文化振興課☎37-3020
【三原庁舎】
市民生活部
　市民課☎43-5023
　税務課☎43-5022
　収税課☎43-5034
　生活環境課☎43-5024
農業振興部
　農林振興課☎43-5025
　農地整備課☎43-5026
　地籍調査課☎43-5027
　農業共済課☎42-6210
農業委員会事務局☎43-5029
【南淡庁舎】
財務部
　財政課☎50-3033
　管財課☎50-3034
下水道部
　企業経営課☎50-3036
　下水道課☎50-3039
会計課☎50-3040
監査委員事務局☎50-3050

松井開発運輸株式会社
「安心・安全・信頼」の解体工事はお任せください！！

南あわじ市湊１３５４　ＴＥＬ 0799-36-5078

お気軽に
ご相談を…
※お見積もりは無料です

検 索

～　夢を創るお手伝い　～

　
保
育
所（
園
）・
幼
稚
園
の
入
所
園
児
を
募
集

保
育
所（
園
）

保
育
時
間　

月
～
金
曜
日
＝
午

前
８
時
～
午
後
４
時
。
土
曜
日

＝
午
前
８
時
～
正
午

※
市
立
で
は
平
日
午
後
６
時
ま
で

の
保
育
時
間
の
延
長
サ
ー
ビ
ス

（
無
料
）を
実
施

延
長
保
育
（
別
途
料
金
必
要
）

　

市
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育
所
＝
午
前
７
時
～
午
後

７
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※
私
立
保
育
園
の
延
長
時

間
は
直
接
お
問
合
せ
く
だ
さ
い

入
所
要
件　

市
内
に
在
住
し
、

児
童
の
保
護
者
や
同
居
の
親
族

等
が
働
い
て
い
る
な
ど
、
家
庭

で
常
に
保
育
が
で
き
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合

保
育
料（
参
考
） 

左
表
の
と
お
り

申
込
方
法　

ご
希
望
の
保
育
所

に
お
子
様
を
連
れ
て
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
（
申
込
書
は
保

育
所
に
備
え
付
け
）

市立 保育所（園）　　＜13か所＞
施設名 定員 施設名 定員

倭文保育園 60  榎列保育所 90

広田保育園 150  二宮保育所 60

ちどり保育所 90  八木保育所 120

賀集保育所 120  市保育所 150

北阿万保育所 90  神代保育所 120

阿万保育所 90  志知保育所 45

灘保育所 30

市立 幼稚園　　     ＜６か所＞
施設名 定員 施設名 定員

 湊幼稚園 120 阿那賀幼稚園 80

 津井幼稚園 120 伊加利幼稚園 80

 丸山幼稚園 80 志知幼稚園 80

※義務教育終了前の兄姉から数えて、第２子目以降の３歳～５歳児保育料
　は無料となります。ただし、給食費として月額5,000円の負担が必要です
※同一世帯から２人以上の児童が入所している場合は、保育料の軽減があります
※第２・３階層で母子・父子家庭や在宅障害児（者）のいる世帯などは、別途
　保育料が減免されます
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稚
園

保
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午
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４
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内
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児
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料　

３
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０
０
円

月
額
保
育
料　

保
育
料

１
万
１
３
０
０
円（
減
免
制
度

あ
り
）＋
給
食
費
等
の
諸
費

約
５
０
０
０
円

※
午
後
特
別
保
育
を
希
望
し
な

い
人
は
保
育
料
６
０
０
０
円

受
付
期
間 

11
月
11
日（
月
）

～
15
日（
金
） 

※
年
度
途
中
か

ら
の
申
し
込
み
も
可
能
で
す
。

交
流
保
育　

集
団
活
動
を
保

障
す
る
た
め
に
小
規
模
な
幼

稚
園
で
は
他
の
園
と
の
日
常
的

な
交
流
保
育
を
行
い
ま
す
。

※
平
成
26
年
度
は
阿
那
賀
・
丸

山
・
伊
加
利
幼
稚
園
で
交
流

保
育
を
行
う
予
定
で
す
。
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稚
園
ま
た
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教
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課
☎
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・
３
０
１
８

※
定
員
超
＝
第
２
、３
希
望
の
保
育

所
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

※
市
外
保
育
所
を
希
望
＝
福
祉
課

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い

申
込
書
配
布
期
間　

10
月
21
日

（
月
）～
26
日（
土
）

受
付
期
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10
月
22
日（
火
）～

26
日（
土
）の
午
前
9
時
～

午
後
5
時

※
土
曜
日
は
正
午
ま
で

※
産
休
・
育
休
で
26
年
度
途
中
に
職

場
復
帰
さ
れ
る
人
も
、今
回
の
期

間
に
入
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付
し
ま
す

問
各
保
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所
・
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育
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た
は
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課
☎
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・
３
０
０
２

【参考】2５年度月額保育料（2６年度は変更になることがあります）

階層区分
所得税額 

※扶養控除見直し前の旧
税額により再計算した額

　保育料（月額）

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

第１階層 生活保護世帯等 ０円 ０円 ０円

第２階層
０円

市民税非課税世帯 9,000円 6,000円 6,000円

第３階層 市民税課税世帯 １万9,500円 １万6,500円 １万6,500円

第４階層 ４万円未満 ２万8,000円 ２万6,000円 ２万2,000円

第５階層
４万円以上
10 万 3,000 円未満

３万7,000円 ３万円 ２万7,000円

第６階層
10 万 3,000 円以上
41 万 3,000 円未満

４万1,500円 ３万3,000円 ２万9,000円

第７階層
41 万 3,000 円以上
73 万 4,000 円未満

４万5,000円 ３万6,000円 ３万2,000円

第８階層 73 万 4,000 円以上 ４万8,000円 ３万9,000円 ３万5,000円

私立 保育園　　     ＜４か所＞
施設名 定員 施設名 定員

松帆北保育園 40  福良保育園 50

松帆南保育園 120  ぬしま保育園 20

　

市
議
会
議
員
選
挙

 

投
票
日 

10
月
27
日（
日
）

　　　　　　　  投 票 で き る 人
▶年齢　平成５年 10 月 28 日までに生まれた人

▶転入要件　平成 25 年７月 19 日までに転入し、引き続き南あわじ

市内に住所を有する人（投票日当日までに転出した場合は、その時点で

選挙権を失います）

　届出のあった候補者の政見等に関する記

事を掲載した「選挙公報」を新聞折込で各

戸配布する予定です。　

　個別での郵送を希望する人は、南あわじ

市選挙管理委員会までお申し出ください。

　なお、選挙公報は市役所の公共施設にも

備えています。

選 挙 公 報

他市町村での不在者投票
　仕事などの都合で滞在先の選挙管

理委員会で不在者投票をする人は、

南あわじ市選挙管理委員会までお問

い合わせください。不在者投票請求

書兼宣誓書は、市ホームページから

ダウンロードできます（10 月中旬

～）。

病院、老人ホーム等の指定施設
での不在者投票
　県選挙管理委員会から指定を受け

ている病院、老人ホーム等に入院・入

所していて不在者投票を希望する人

は、施設管理者にお申し出ください。

不 在 者 投 票

問選挙管理委員会☎ 43-5004

告
示
日 

10
月
20
日（
日
）

期 日 前 投 票

期日前投票の会場・日時
◆緑庁舎・シーパ・三原公民館・南淡公民館
　10月21日（月）～26日（土） ８：30～20：00
　　　　　　　　　　※シーパ ９：30～20：00
◆沼島総合センター10月23日（水）～25日（金） ８：30～17：00

　開票は、10月27日（日）午後９時15分から

南あわじ市文化体育館で行います。

　開票速報は、午後９時４５分から３０分ごと

に発表します。 市のホームページ、ケーブル

テレビ（生放送）でご覧いただけます。

開    票

　 ◆投票所の変更
 10月27日、第４投票所は、

西淡社会教育センター
です。

（７月の選挙時は、西淡中学校

体育館でした）

〔対象地区：古津路、慶野、北浜、

櫟田、宝明寺〕 

 ◆インターネットを使った選挙運動について
　公職選挙法の改正によりインターネットを使った選挙

運動が可能となりましたが、以下のように禁止されている

行為もあります。

▶電子メールを使った選挙運動ができるのは候補者のみです。

▶ HP や電子メールを印刷して頒布してはいけません。

▶未成年の選挙運動は禁止されています。

　投票日当日、仕事や買い物、レジャーなどの予定がある人、また、

歩行が困難であると見込まれる人（病院で治療を受けた人や妊婦

など）は、期日前に投票ができます。

　印鑑等は不要ですが、受付で入場券を提出の上、投票日当日に

投票ができない予定である旨の宣誓書（氏名、住所、生年月日等）

を書いていただきます。


